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１．はじめに 

２．デジタル通貨の給付方法と時期 

 2024年8月、タイの新首相にペートンタン氏が選出されました。ペートンタン首相は 

セター前政権の肝いり政策であった「1万バーツ（約4万2,000円(※１)）のデジタル通貨給付」

を承継し、9月25日に第一弾の給付を開始しました。本稿では、本デジタル通貨の給付 

方法などについて紹介していきたいと思います。       （※1 1バーツ＝4.2円換算、以下同様） 

 給付はデジタルウォレット(※２)経由で行われることから、政府開発アプリ「Tang Rat

（ターン・ラット）」内で8月1日から9月15日まで事前登録を受け付けていました。 

 当初、対象者への給付は2024年第4四半期（10月～12月）としていましたが、デジタル 

ウォレットに必要なブロックチェーン(※３)（分散型台帳）技術の開発が間に合わないた

め、給付時期や方法を下記の通り2回に分けることになりました。  

※2 電子マネーや仮想通貨・クレジットカード情報などをひとつのアプリ上で管理できるサービス。決済 

   機能だけでなく、デジタル資産・ユーザー情報などの管理もできる。 
※3 ブロックと呼ばれる単位でデータを管理し、時系列順に鎖（チェーン）のように連結して保管する技 

   術。改ざんや喪失のリスクからデータを守りながら、複数のシステムで同期・共有することが可能。 



４．おわりに 

＜ご注意＞文中意見は筆者の個人的見解であり、北陸銀行としての見解の反映ではありません。当レポートは作成

時点の経済状況に基づき、情報提供のみを目的に作成したものです。 

 記載内容についてはご利用者のご判断と責任のもと、ご利用くださいますようお願いいたします。 
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３．用途の制限 

 この施策は消費を刺激しGDPを押し上げることを目的としており、政府は迅速に支給

を始めるため、デジタルウォレットシステムの完成を待たずして支給を開始しています。

そこで活用されているのが「Prompt Pay(※４)」です。 

 Prompt Pay内で銀行口座番号に紐づけされた国民番号（日本のマイナンバーに類似）

等の情報をもとに給付対象者を特定することができるため、国民がわざわざ給付申請手

続きを行う必要がありません。この点は日本より進んでいると言えます。  

 

※4 タイの国家戦略の一環として国主導で構築され2017年に開始した電子決済システム。携帯電話番号や 

   国民番号と銀行口座が紐付けされている。 

 今回の給付は景気対策が目的であることから、当初は現金への換金や債務の清算に使

用することは禁止とし、使用可能な場所も居住地から半径4㎞以内に位置する店舗での

商品やサービスの購入に限定していました。また、「ネガティブリスト」が公表され、

アルコール、たばこ、大麻、金、宝石、ガソリン、電気機器、通信手段などの支払いに

は使用できないこととなっていました。 

 しかし、上記制限は「デジタルウォレットシステム」が構築されて初めて政府が管理

できる内容であり、今回のようにPrompt Payで銀行口座にお金が入金された場合、用途

を把握することが難しくなります。このため、第一フェーズでは、あえて「地域、購入

する店の規模、購入品には制約を設けない」旨のアナウンスをしています｡  

 今回の「デジタル通貨給付」といったバラマキ型の施策への是非の議論はあると思い

ますが、手続きに関して国民に手間をかけさせないようなシステムを構築させているこ

とは、大変興味深く思います。  
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